
【概要版】小松市空家等対策計画（改定版）

１ 計画の概要

本市ではいち早く空家等の対策に取り組むため、平成25年（2013年）4月
に「小松市空き家等の適正管理に関する条例」（平成24年小松市条例第44
号。以下「条例」という。）を施行しました。その後、平成27年（2015
年）2月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」（平成26年
法律第127号。以下「法」という。）とともに、総合的な空家等の対策に取
り組み、安全で良好な住環境を確保し、定住の促進並びに景観に優れた魅
力あるまちづくりを推進してきたところです。令和５年12月には法改正さ
れ、活用拡大、管理の確保、特定空家の除却等の観点から、さらに空家等
への対策を総合的に強化します。
令和３年に実施した空家等実態調査の結果や、これまでの市の取り組み

状況等を整理するとともに、法改正を踏まえ、空家等の対策を一層推進す
るため、本計画を改定します。

２ 本市の空家等を取りまく現状と課題

計画策定の背景と目的

計画期間

令和6年度～令和15年（社会情勢の変化に応じ、適宜見直し）

３ 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正（概要）
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資料：国勢調査（総務省統計局）

本市の国勢調査による人口は、平成17年をピークに緩やかに減少し、令和２年の調査では106,216人となって
います。その反面、世帯数は年々増加しており、令和２年で41,217世帯、平均世帯人員は2.58人となっていま
す。また、高齢者の単身、高齢夫婦のみ世帯も増加しています。このような世帯は空家予備軍となる恐れがあ
り、今後ますます空家が増えていくことが予測されます。
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資料：住宅・土地統計調査（総務省統計局）

住宅・土地統計調査によると、全国の空家率は
年々上昇しており、平成30年の調査では13.6％と
なっています。また、石川県の空家率は平成30年
の調査で14.5％となっており、全国より高い水準
となっています。
本市の平成30年の空家率は11.9％と全国や石川

県より低い水準とはなっているものの、高い水準
で推移しています。
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資料：令和3年空き家実態調査報告（小松市）

市内全体で空家等の数は平成30年から令和3年で2,218件から2,011件に減少しており、空家率は4.9%から
4.3％へ低下しています。空家率の最も高い校下は西尾校下、空家数の多い校下はまちなか区域の芦城校下と稚
松校下となっています。

30.6%

2.8%

22.2%

36.1%

22.2%

38.9%

5.6%

36.8%

0.0%

21.1%

31.6%

21.1%

31.6%

10.5%

28.6%

0.0%

42.9%

28.6%

14.3%

42.9%

0.0%

20.0%

10.0%

10.0%

50.0%

30.0%

50.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80%

現在利用している又は利用が決まっている

建物の修繕を行い利用したい

取り壊したい

売却したい

貸し出したい

利用方法が決まっていない

その他

全体(N=36) 市内(N=19) 市外(N=7) 県外(N=10)

15.6%

28.1%

31.3%

28.1%

12.5%

18.8%

25.0%

43.8%

42.9%

14.3%

57.1%

0.0%

0.0%

55.6%

22.2%

22.2%

0% 20% 40% 60% 80%

利用してみたい

制度の詳細について知りたい

関心がない

その他

全体(N=32) 市内(N=16) 市外(N=7) 県外(N=9)

資料：令和3年空き家の活用に関するアンケート調査結果報告（小松市）

空家の今後の利用予定は、「利用方法が決まってい
ない」が最も多く、特に県外の所有者では半数を占め
ています。また、空き家バンクの活用意向は市内の所
有者で高い傾向がみられます。

１．行政による空家等への対応：相談体制の整備・支援制度の情報提供等

２．空家等の利活用の促進：地域活性化の観点からの空家等の利活用、定住対策としての活用

３．町内会と連携した空家等の早期発見・流通の活性化：町内会と連携した空家等の早期発見や流通活性化

◆空家等活用促進区域
◆財産管理人による所有者不在の空

家の処分
◆支援法人制度

◆特定空家化を未然に防止する管理

◆所有者把握の円滑化

◆状態の把握所有者把握の円滑化
◆代執行の円滑化
◆財産管理人による空家の管理・

処分（管理不全空家・特定空家等）

活用拡大 管理の確保 特定空家の除却等

所有者の責務強化
国、自治体の施策に協力する努力義務

小松市では法改正に伴い、各種制度等の活用や管理不全空家や特定空家等に対して適切な措置を行います



法律、建築、不動産等、様々な分野の関係団体と連
携を図ります。

特定空家等の除却の推進

空家等の利活用に関する取組

４ 空家等対策に関する基本的事項 ５ 具体的な空家施策

空家等対策の基本となる取組事項

対象地区及び対象とする空家等

所有者による空家等の適切な管理の促進

市民からの相談対応

空家等に関する対策の実施体制

関係法令等に基づく措置

空家等に関する啓発活動及び情報提供

６ 計画の実現に向けて

実施体制の整備

計画の検証と見直し

➢ 所有者への適切な管理の意識啓発
➢ 所有者・近隣住民などからの相談に対する対応

特定空家等に対する措置

➢ 所有者に「小松市空き家・空き室バンク」等の各種制度の情報提供
➢ 町内会、建築・不動産事業者等関係団体等との連携による利活用の支援

啓発及び相談対策

利活用可能な空家等の対策

倒壊のおそれのある空家等の対策
➢ 所有者への解体助成制度等の情報提供
➢ 所有者に対する、助言・指導、勧告、命令、代執行の措置

空家等は市内全域に広く分布しており、空家等対策を総合的に実施する観点から、対象地区は市内全域とします。
対象とする空家等は、法第2条第1項に規定する「空家等」と、地方公共団体が所有又は管理する空家等とします。

所有者による管理の原則 所有者の意識啓発 特定空家化を未然に防止する管理

管理不全な空家等の応急措置

空家等が管理不全な状態により、人の生命、身体又
は財産に重大な被害を与える等の危険が切迫してい
ると認められるときは、当該危険を回避するため、
必要な最小限度の措置を講じることができます。措
置に要した費用は、所有者等から徴収することがで
きます。（小松市空き家等の適正管理に関する条例
第18条）

外部団体との連携

「相談受付窓口」を建築住宅課に設置し、近隣や所
有者からの相談等に対し、庁内関係部署や関係団体
と連携した対応を行います。

庁内関係部署との連携を強化し、多岐にわたる空家
等の課題を整理し空家等対策を推進うるために体制
の整備を図ります。

小松市空き家審議会を設置します。

関係法令等に基づき関係課・各機関と連携し、空家
等の状況に応じて対応にあたります。

広報紙やホームぺージ等での情報発信 所有者への情報提供 町内会等への情報提供

空き家・空き室・空き地バンク小松市さかさまバンク

空き家有効活用奨励金

空き家バンク成約報奨金

定住促進支援制度

老朽危険空き家解体補助事業 緊急避難対策

老朽危険空き家跡地活用事業

危険ブロック塀除却に関する補助金制度

【実例】市で危険空き家の解体を行い、バス停として活用（小松市桂町）

Do ＜実行＞
・施策・事業の実施

Action ＜見直し＞
・計画、施策の見直し
・実施体制の見直し

Plan ＜計画＞
・「空家等対策計画」の策定
・（必要に応じて）施策の見直し

Check ＜評価＞
・進捗状況の点検
・成果の把握

市民

小松市 事業者
等

小松市空き家等審議会

庁内関係部署
専門家団体
民間事業者

所有者
町内会

諮問・答申

連携 連携

連携

空家等相談体制の整備

庁内連携体制の強化

※：緊急代執行の小松市空き家等審議会への諮問は、
書面審査（決裁）をもって行う
（小松市空き家等審議会運営要綱第９条）

図表：特定空家等に対する措置の流れ

凡例
法：空家等対策の推進に

関する特別措置法
代：行政代執行法

管理不全な空き家等

現地確認・所有者等の調査
（目視調査、所有者特定）

行政対応の要否判断

立ち入り調査【法9条2】

特定空家等の判断・認定【法2条2】

助言・指導【法22条1】

勧告【法22条2】

事前通知【法22条4】

命令【法22条3】

標識設置・公示【法22条13】

代執行の判断【法22条9】

代執行令書による通知【代3条2】

代執行の実施

町内会等からの情報提供

既存法等によ
る対応（建築
基準法等）

固定資産課税台帳等の
開示【法10条1】

所有者へ通知
（法9条3） 該当状況、措置内容の

妥当性の審査

所有者等が空
き家等の管理
不全な状態を
解消し、市が
確認した段階
で措置は終了
となる

税務課へ勧告した旨を
報告（税の特例の解
除）

小松市空き家等審議会
への諮問※

意見書の提出
公開による意見の聴
取【法22条4】

緊急代執行
【法22条11】

戒告書による通知【代3条1】 緊急時におい
て除却等が必
要な特定空家
等に対しては
命令等の手続
きを経ず代執
行を可能とし、
迅速に安全確
保を行う

略式代執行や緊急代
執行時においても、
行政代執行法に定め
る国税滞納処分の例
により、確定判決な
しで強制的な費用徴
収が可能となったた
め、必要に応じて費
用の徴収を行う

公告
略式代執行
【法22条10】

所有者を確知することが出来ない場合

緊急事態発生時
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